
平成 31年１月 21日 

住宅局建築指導課 

建築士事務所の業務報酬基準を１０年ぶりに改訂しました 

～建築主のニーズの多様化に伴う業務内容の変化などに対応～ 
 

 

 

 

建築士法に基づき、建築物の質の向上に寄与させるため、一定の建築物の設計・

工事監理の業務については、建築士の独占業務とされています。また、同法第２５

条では、その業務の報酬を不当に引き上げたり、過当競争により過度に引き下げら

れたりすることで、建築士の業務の適正な執行が妨げられること等を防ぐため、国

土交通大臣が、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報

酬の基準を定めることができるとされています。 

今般、設計等の現場の実態にあわせ、設計等の業務の難易度の反映方法を充実す

るなど略算方法※１に用いる略算表を全面的に刷新するとともに、標準業務内容の

明確化（標準業務に含まれない追加的業務の明確化）などを行うため、業務報酬基準を１

０年ぶりに改訂しました。なお、新たな報酬基準の詳しい内容や解説については、

国交省ＨＰ(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/jutakukentiku_house_tk_000082.html)に掲

載しております。 
＊１ 略算方法：実態調査を基に策定した略算表（建物の用途別・規模別に標準業務量を定めるもの）等

をもとに、直接人件費、直接経費、間接経費を簡易に算出する方法 

また、別紙のとおり、２月１２日より全国９カ所で説明会を開催します。詳しく

は、日本建築士会連合会ＨＰ※２をご覧ください。 
＊２ 日本建築士会連合会ＨＰ http://www.kenchikushikai.or.jp/koshukai/gyomuhoshu.html 
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国土交通省では、業務内容の多様化など設計等の現場の実態を反映させるため、

「建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準（業

務報酬基準）」を改訂し、本日、公布・施行しました。 

２月１２日より全国９カ所で、「改正業務報酬基準説明会」を開催します。 

【問い合わせ先】 
国土交通省 住宅局 建築指導課 企画専門官 佐々木、資格検定係長 森田 
ＴＥＬ 03-5253-8111 (内線 39-520、39-542)、03-5253-8513（直通） 
ＦＡＸ 03-5253-1630 



建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準として、業務報酬の算定方法等を定め
ている。業務報酬の算定方法として、２つの方法を示している。

① 実費加算方法：業務に要する費用（直接人件費、直接経費、間接経費、特別経費、技術料等経費、消費税
相当額）を個別に積み上げて算出する方法

② 略算方法 ：実態調査を基に策定した略算表（建物の用途別・規模別に標準業務量を定めるもの）等をもと
に、直接人件費、直接経費、間接経費を簡易に算出する方法

業務報酬基準について

 業務報酬基準は、建築士法第25条に基づき、建築士事務所による設計等の業務の適切かつ円滑な実施を推進
するため、国土交通大臣が、中央建築士審査会の同意を得て、告示で制定するもの。

 設計受託契約又は工事監理受託契約を締結しようとする者は、業務報酬基準に準拠した委託代金で契約を締
結するよう努めなければならない（建築士法第22条の３の４）。

建築士法第25条

平成31年国土交通省告示第98号 （平成31年1月21日公布・施行）

建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準
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平成27年国土交通省告示第670号 （平成27年5月25日公布・施行）

建築士事務所の開設者が耐震診断及び耐震改修に係る業務に関して請求することのできる報酬の基準

国土交通大臣は、中央建築士審査会の同意を得て、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求するこ
とのできる報酬の基準を定めることができる。

耐震診断・耐震改修
に特化した報酬基準

一般的な報酬基準  昭和54年に、業務報酬基準（S54建設省告示第1206号）を初めて制定。
 平成21年に、告示第1206号を、業務報酬基準（H21国土交通省告示第15号）として改正。
 平成31年に、告示第15号を新たな業務報酬基準（H31国土交通省告示第98号）として改正。

経緯

業務報酬基準による報酬の算定方法概要（平成31年国土交通省告示第98号）

参考１



業務報酬基準（平成３１年告示９８号）の制定経緯と主な見直し事項

見直し事項

○ 標準外業務を整理。ガイドラインにおいて、詳細なリストを提示。

○ 別主体への発注等に対応するため、基本設計、実施設計等の業
務量の比率を設定。また、業務方法・形態の違いに伴う業務量の
増減は標準外業務と整理（技術的助言）

○ 実態調査を踏まえ、略算表の業務量を全面更新
○ 実態調査の分析結果により得られた最大限の床面積の範囲を略
算表へ反映

○ 「総合」、「構造」、「設備」ごとに、難易度に関する主要な観点と、そ
の「難易度係数」を設定。

○ 複合建築物については、略算法に準じた方法により標準業務人・
時間数を算定することができる旨を告示に規定。具体的な算定イ
メージをガイドラインにおいて提示。

課 題

○ 標準業務と標準外業務の区分が曖昧である。
○ 標準外業務が増大、適切な業務報酬が得られていない。

○ 基本設計と実施設計を一体的に行うことを前提とした現行
の略算方法では、基本設計と実施設計を別の主体が行う
場合の各主体の業務量を算定できない。

○ 略算表の業務量が実態から乖離
○ 現行の略算表の対象面積が限定的であり、昨今増加して
いる大規模な建築物等に活用できない。

○ 「総合」、「構造」、「設備」のそれぞれの分野に関し、難易
度に応じて業務量を割り増しできる仕組みの充実が必要で
ある。

○ 複合用途の建築物に関して、単一用途を前提とした現行
の略算方法では、業務量を算定できない。

○ 用途の複合化に伴う業務量の増加に対応する仕組みが必
要である。

項 目

業務内容

業務量の比率

略算表の
業務量
・対象規模

難易度による
業務量の違い

建築物の用途
の複合化

中央建築士審査会において、改正の検討開始
有識者、設計団体で構成する検討委員会の設置
課題を把握するための設計事務所へのヒアリング、各設計団体からの意見聴取
中央建築士審査会において、改正方針の検討
業務内容や業務量を把握するためのアンケート調査の実施
中央建築士審査会において、改正案の検討
パブリックコメントの実施
中央建築士審査会において、改正案の同意
平成31年国土交通省告示第98号として公布・即日施行（補足・解説する「技術的助言（通知）」及び「ガイドライン」も公表）

H29.3
H29.7
H29.8～10
H29.12
H30.2～4
H30.8
H30.10～11
H30.12
H31.1

新業務報酬基準・検討の経緯

新業務報酬基準における主な見直し事項
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参考２



業務報酬の算定方法 ［告示第四］

業務報酬基準（平成３１年告示９８号）の構成

 個別の経費を積み上げて報酬を算出する実費加算方法を原則としつつ、実費算定が困難な場合の算定方法とし
て、略算方法を設定。

 告示にあわせて技術的助言（通知）及びガイドラインを提示し、基準の考え方等を補足。

業務報酬の算定方法 ［告示第一］
設計・工事監理等の業務に関する報酬は、第二の業務経費、第三の技術料等
経費及び消費税に相当する額を合算する方法により算定することを標準とする。

算定方法１

業務報酬＝直接人件費＋直接経費＋間接経費＋特別経費＋技術料等経費＋消費税相当額

各経費等について相当する額を個別に積み上げて算出する方法実費加算方法

告示第二：業務経費

算定方法２ 略算方法

（各経費の算出が困難な場合）直接人件費又は直接経費・間接経費の合
計額の算定については略算方法によることができる。

業務報酬＝直接人件費×2.1＋特別経費＋技術料等経費＋消費税相当額
直接人件費＝（標準業務量＋追加的な業務量）×人件費

●直接人件費：標準業務内容（別添１）に応じた業務人・時間数に人件費を乗じて算出
●直接経費及び間接経費の合計額：直接人件費の額の1.1倍

告示第三

標準業務［別添１］ 一般的な設計受託契約又は工事監理受託契約に基づいてその債務を履行するために行う業務を規定

建築物の類型別の用途等一覧［別添２］ 標準業務量を決めるための建築物の類型（用途別に15種類）を規定

略算表［別添３］

標準業務に付随する追加的な業務［別添４］

 建築物の類型別に、標準業務を行った場合の建築物の規模に応じた業務量（標準業務量）を設定
 業務の難易度に応じ乗ずる係数を設定（総合：2種、構造：6種、設備３種）
 基本設計及び実施設計の業務比率を設定［技術的助言］
 複合建築物の場合の略算方法の準用を規定（具体的な算定方法例はガイドラインに規定）

標準業務内容に含まれない追加的な業務例を規定（詳細な業務内容につ
いてガイドラインに例示）

実態調査結果を踏まえ見直し

実態調査結果を踏まえ業務量を刷新
対象床面積を拡大

難易度要素を充実
多様な発注方式に対応するため設定

適切な報酬となるよう対象とする業務内容を明確化

用途の複合化
に対応
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参考３



2019年
告示第 98号

版

参加費

無料！
開催

全国

主要九都市
ＣＰＤ
認定

プログラム

建築士事務所の開設者がその業務に関して
請求することのできる報酬の基準が改正されました。

改正業務報酬基準

説明会
開   催



主催：日本建築士会連合会、都道府県建築士会
共催：公益社団法人日本建築家協会、一般社団法人日本建築構造技術者協会、
　　　　 一般社団法人日本建築士事務所協会連合会、一般社団法人日本建設業連合会、
　　　　 一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会、一般社団法人建築設備技術者協会　
協力：国土交通省

　建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準が改正されました。
　国土交通省では、近年、建築物の設計業務及び工事監理業務が多様化・複雑化していることや、発
注者の要求水準が高まったこと等に伴い、業務報酬基準の前提としている業務と現状の業務実態に乖離
が生じていることを踏まえ、先に実施の調査結果に基づき、建築士が業務に応じた適正な報酬を得ることが
できるよう、同基準の改正を行いました。
　つきましては、同基準の改正内容について建築士をはじめとした関係方面へ広く周知を図るため、参加費
無料の説明会を開催いたします。
　この機会に多くの方々に聴講いただき、建築士の適正な業務報酬による業務の健全化、良質な建築物
の提供に役立てていただきますようお願い申し上げます。.........

26 火

2 火

　　
　　

　 
　　

　

開催趣旨

主催等（予定）

①　建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準の改正内容等について
②　改正建築士法の概要（情報提供）

講義科目

●参加申し込みは開催地の建築士会へ直接お申し込みください。（連絡先詳細は下記HP参照）
●各会場とも定員に達し次第締め切ります。（先着順）
●当日、テキストを無料で配布いたします。

開催地・開催日時・定員・会場・講師・申込先等

本説明会は建築士会ＣＰＤ制度および建築ＣＰＤ情報提供制度の１時間１単位認定プログラムです。
同制度に参加されている方は、所定の手続きにより単位が取得できます。

ＣＰＤ認定

詳しくは http://www.kenchikushikai.or.jp/koshukai/gyomuhoshu.html まで 

開催府県の建築士会

TKP札幌駅カンファレンスセンター

宮城県建設業国民健康保険組合会館6F

新宿エルタワー　スカイルーム　３０階Ａ室

ベルサール神田　ＲＯＯＭ1+2+3+4

新潟県立生涯学習推進センター1階ホール

14：00～16：00

14：00～16：00

14：00～16：00

14：00～16：00

10：00～12：00

名古屋商工会議所　2階大会議室

大阪国際交流センター　大ホール

大阪国際会議場　イベントホールE

広島県情報プラザ　地下多目的ホール

高松テルサ

九州ビル　9階　会議室

13：00～15：00

14：00～16：00

14：00～16：00

14：00～16：00

14：00～16：00

10：00～12：00

未定

morita-y2qp
QR


